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名桜大学大学院

国際文化研究科紹介

教育研究上の目的

養成する人材

名桜大学大学院国際文化研究科では、グローバル化、情報化が進展する国内外における諸課題の
解決に必要な高度の専門的知識と広い視野を持つ人材を育成する。

広い視野に立って精深な学識を授け、高度の専門性を要する職業等に必要な能力及び専攻分野に
おける研究能力を養うことを目的とする。

（１）高度の専門職業人の養成
（２）高度の研究能力を有する教育・研究者の養成
（３）地域の産業及び社会文化の振興の諸課題に的確にかつ柔軟に対応できる人材の養成

国際文化研究科は、グローバル化、情報化が進展する国内外の諸課題に
対応できる高度専門職業人及び研究能力を有する人材を育成します。

Graduate School of International Cultural Studies

国際文化研究科［修士課程］

研  究  科  名：国際文化研究科
学　　　　位：修士（国際文化）
 （国際観光産業）
標準修業年限：２年
入  学  定  員：６名
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国際文化研究科国際文化システム専攻（修士課程）は、普遍的研究課題に
取り組み、その成果を生かし研究者として活躍する能力を有する者及び専門
分野に加えて環太平洋地域に関する幅広い学識と国際感覚を有する者の養成
を目指す。

Ⅰ．ディプロマ・ポリシー（修了認定・学位授与方針）

Ⅱ．カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）
ディプロマ・ポリシー（修了認定・学位授与方針）にもとづき、以下の方針に沿ってカリキュラムを
編成します。

【国際文化領域】 環太平洋地域 (アジア、中南米、北米地域)と沖縄や日本について言語や文化を学際的に探求し、
地域社会や国際社会に高度専門職業人として応用できる人材を育成する科目を配置する。

【国際観光産業領域】 グローバルな視座から地域社会や国際社会の問題を科学的に分析し、観光、経営および情報に関
する学術的な研究を通じて、沖縄をはじめとする地域の観光、経営、行政、情報化などを担う人材を
養成するための科目等を配置する。

国際文化研究科は、以下の能力を身につけた大学院生に修士（国際文化）、または修士（国際観光産業）
の学位を授与します。
１．豊かな教養、深い専門性、高い倫理性に支えられた研究能力と実践能力
２．地域社会や国際社会の課題に取り組み探求し、学び続ける力
３．自由な発想で課題を発見し、批判的・論理的に思考し、解決する力
４．多様な文化と視点を理解・尊重し、自らの研究成果を明晰に表現する力

Dean of the Graduate School

令和7年4月1日付けで国
際文化研究科（修士課程）研
究科長を拝命した大谷健太
郎です。
令和7年度に国際文化研

究科修士課程の再編が行われ、国際文化領域と国際観
光産業領域の2領域となり、それぞれ修士（国際文化）と
修士（国際観光産業）という2つの学位が設置されました。
本学大学院の国際文化研究科修士課程は、グローバル
化、情報化が進展する国内外における諸課題の解決に必
要な高度に専門的知識と広い視野を持った研究者はもち
ろん、地域の産業および社会文化の振興の諸課題に的確
かつ柔軟に対応できる人材を育成することを教育目標と
しています。

2領域と2つの学位への再編は、本学国際学部の国際
文化学科と国際観光産業学科との学術的連続性を高め、
国際的かつ地域的な研究を志す方に相応しい領域と学
位になったと自負しています。本研究科修士課程の院生
は、沖縄県北部地域（やんばる）での研究の意義や普遍的
な研究能力の習得を常に意識しながら、地域社会や国際
社会の課題解決に寄与できる人材となることが期待され
ています。
また、修士課程には専門的知識はもちろん、研究テーマ
や研究方法、研究倫理などについて優れた指導歴を持つ
教員が在籍し、大学院生とともに研究に励む学術的な環
境が広がっています。学部からの進学者をはじめ地域の
自治体や団体、企業等から研究を志す方、留学生などを
受け入れ、地域の中での研究と社会への貢献の相乗効果
を高めながら人材育成に努めていきたいと思います。

国際文化研究科長（修士課程）

大谷 健太郎

修
士
課
程

１．豊かな教養、深い専門性、高い倫理性に支えられた高度な研究能力を育成できるカリキュラムを編成する。
２．地域社会に広く貢献する高度な実践能力を育成できるカリキュラムを編成する。
３．全ての学生を対象として、修士論文の中間報告を行うとともに、修士論文審査に合格することを修了の条件とする。
４．国際的かつ学際的な広い視野と洞察力を持って問題を解決するために、総合的・科学的に取り組むことができる
高度な能力を養うことを目的として、「共通科目」及び各領域の「領域科目」を配置する。

Ⅲ．アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
国際文化研究科の教育目標を達成するために、本研究科に入学を希望する人には以下のことを求めます。

【国際文化領域】 グローバル化が進展する現代社会を背景にして、国内外の諸問題に関心を寄せ、言語、歴史、文化、
政治、国際関係などの視点から究明し、その解決策を提言する政策立案者、研究者、高度専門職業人
を目指す人材。

【国際観光産業領域】 グローバル化が進展する現代社会を背景とした地域の諸問題に関心を寄せ、観光、経営、経済、情
報、文化などの知識と高い研究意欲を有する人材。

１．強い研究意欲を有し、何事にも主体的に取り組む姿勢を持っていること。
２．専門分野の基本的な研究手法を活用し、現代社会の課題を正確に理解・分析したうえで、その結果を様々な方法
で創造的に表現できること。

３．本研究科教育課程で学ぶために必要な基本的知識・技能を有すること。
　　なお、各領域では次のような人材を求める。

※入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、令和７年６月に変更（入学者選抜方針の追記）を予定しています。
　最新の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、本学ホームページよりご確認ください。
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科目区分 授 業 科 目 名 配当
年次

単位数

必修 選択

共
通
科
目

人文科学特論

社会科学特論

学術研究方法特論

1・2

1・2

1

2

2

2

領

域

科

目

国

際

文

化

領

域

国際文化研究演習 I

国際文化研究演習 II

言語学特論 I ●

言語学特論 II ●

言語学特論 III ●

英文学特論 ●

米文学特論 ●

アメリカ詩特論

アメリカ小説特論

地域言語学特論 ●

英語教授法特論 I ●

英語教授法特論 II ●

英語教育評価特論 ●

リサーチ方法特論 ●

第２言語習得特論 ●

教育学特論 I ●

教育学特論 II ●

東南アジア文化特論

中南米文化特論

日本古典文学特論

日本近代文学特論

日本史特論

沖縄地域文化研究特論

異文化接触特論 ●

琉球歴史学特論

琉球文学特論

国際政治特論 I

国際政治特論 II

国際関係特論 I

国際関係特論 II

東アジア地域特論

国際文化特別講義

1

2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

職 名 氏 名 担 当 科 目

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

上級准教授

上級准教授

准 教 授

准 教 授

准 教 授

嘉納　英明 ●

高 嶺 　 司 ●

小 番 　 達 ●

小嶋　洋輔 ●

ノーマン・フィーウェル

照 屋 　 理 ●

坪井　祐司 ●

屋良　健一郎 ●

メーガンクックルマン ●

麻生　玲子

上原　なつき

林 　 智 昭

長尾　直洋

教育学特論

国際政治特論

日本古典文学特論

日本近代文学特論

英語教授法特論

琉球文学特論

東南アジア文化特論

日本史特論

アメリカ詩特論

地域言語学特論

異文化接触特論

言語学特論

中南米文化特論

科目区分 授 業 科 目 名 配当
年次

単位数

必修 選択

領

域

科

目

国

際

観

光

産

業

領

域

国際観光産業研究演習 I

国際観光産業研究演習 II

観光開発特論

観光政策特論

観光文化特論

観光資源特論 ▲

観光市場分析特論 ▲

ホテル経営特論 ▲

島嶼文化特論

エコツーリズム特論

観光社会学特論

観光環境特論

地域開発政策特論

地方自治特論

経済政策特論 ▲

国際経済特論

産業政策特論 ▲

経営戦略特論 ▲

比較経営学特論 ▲

産業組織心理学特論

会計学特論 ▲

マーケティング特論 ▲

経営活動情報特論 ▲

e－ビジネス特論 ▲
情報交流特論 ▲

情報知能特論

情報・通信技術特論

国際観光産業特別講義

1

2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4Graduate School of 
International Cultural Studies

教員組織

●…英語専修免許に関する教科科目　
▲…商業専修免許に関する教科科目

※授業科目は変更の可能性があります。

●は演習指導（研究指導）が可能な教員

修了要件

●大学院に２年以上在学し、研究科（修士課程）所定の科目を３０単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、
修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者に
ついては、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

●大学院の目的に応じて適当と認められたときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の
審査に代えることができる。

教育課程

国

際

文

化

領

域

職 名 氏 名 担 当 科 目

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

上級准教授

上級准教授

上級准教授

上級准教授

上級准教授

准 教 授

准 教 授

准 教 授

新垣　裕治  ●

大 城 　 渡

大谷　健太郎  ●

木村　堅一  ●

金 城 　 亮  ●

鈴木　大作

仲尾次　洋子  ●

中 里 　 収  ●

林 　 優 子  ●

東恩納　盛雄

宮平　栄治  ●

太田　佐栄子

許 　 点 淑

宮城　敏郎

柳 　 銀 珠

卯田　卓矢

上 原 　 明

島 　 康 貴

水 山 　 克

エコツーリズム特論

地方自治特論

観光政策特論

社会科学特論

産業組織心理学特論

情報・通信技術特論

会計学特論

情報交流特論

経営戦略特論

ホテル経営特論

産業政策特論

経営活動情報特論

観光文化特論

地域開発政策特論

観光社会学特論

観光資源特論 

観光市場分析特論

情報知能特論

経営活動情報特論

国

際

観

光

産

業

領

域
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科目区分 授 業 科 目 名 配当
年次

単位数

必修 選択

共
通
科
目

人文科学特論

社会科学特論

学術研究方法特論

1・2

1・2

1

2

2

2

領

域

科

目

国

際

文

化

領

域

国際文化研究演習 I

国際文化研究演習 II

言語学特論 I ●

言語学特論 II ●

言語学特論 III ●

英文学特論 ●

米文学特論 ●

アメリカ詩特論

アメリカ小説特論

地域言語学特論 ●

英語教授法特論 I ●

英語教授法特論 II ●

英語教育評価特論 ●

リサーチ方法特論 ●

第２言語習得特論 ●

教育学特論 I ●

教育学特論 II ●

東南アジア文化特論

中南米文化特論

日本古典文学特論

日本近代文学特論

日本史特論

沖縄地域文化研究特論

異文化接触特論 ●

琉球歴史学特論

琉球文学特論

国際政治特論 I

国際政治特論 II

国際関係特論 I

国際関係特論 II

東アジア地域特論

国際文化特別講義

1

2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

職 名 氏 名 担 当 科 目

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

上級准教授

上級准教授

准 教 授

准 教 授

准 教 授

嘉納　英明 ●

高 嶺 　 司 ●

小 番 　 達 ●

小嶋　洋輔 ●

ノーマン・フィーウェル

照 屋 　 理 ●

坪井　祐司 ●

屋良　健一郎 ●

メーガンクックルマン ●

麻生　玲子

上原　なつき

林 　 智 昭

長尾　直洋

教育学特論

国際政治特論

日本古典文学特論

日本近代文学特論

英語教授法特論

琉球文学特論

東南アジア文化特論

日本史特論

アメリカ詩特論

地域言語学特論

異文化接触特論

言語学特論

中南米文化特論

科目区分 授 業 科 目 名 配当
年次

単位数

必修 選択

領

域

科

目

国

際

観

光

産

業

領

域

国際観光産業研究演習 I

国際観光産業研究演習 II

観光開発特論

観光政策特論

観光文化特論

観光資源特論 ▲

観光市場分析特論 ▲

ホテル経営特論 ▲

島嶼文化特論

エコツーリズム特論

観光社会学特論

観光環境特論

地域開発政策特論

地方自治特論

経済政策特論 ▲

国際経済特論

産業政策特論 ▲

経営戦略特論 ▲

比較経営学特論 ▲

産業組織心理学特論

会計学特論 ▲

マーケティング特論 ▲

経営活動情報特論 ▲

e－ビジネス特論 ▲
情報交流特論 ▲

情報知能特論

情報・通信技術特論

国際観光産業特別講義

1

2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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教員組織

●…英語専修免許に関する教科科目　
▲…商業専修免許に関する教科科目

※授業科目は変更の可能性があります。

●は演習指導（研究指導）が可能な教員

修了要件

●大学院に２年以上在学し、研究科（修士課程）所定の科目を３０単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、
修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者に
ついては、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

●大学院の目的に応じて適当と認められたときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の
審査に代えることができる。

教育課程

国

際

文

化

領

域

職 名 氏 名 担 当 科 目

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

上級准教授

上級准教授

上級准教授

上級准教授

上級准教授

准 教 授

准 教 授

准 教 授

新垣　裕治  ●

大 城 　 渡

大谷　健太郎  ●

木村　堅一  ●

金 城 　 亮  ●

鈴木　大作

仲尾次　洋子  ●

中 里 　 収  ●

林 　 優 子  ●

東恩納　盛雄

宮平　栄治  ●

太田　佐栄子

許 　 点 淑

宮城　敏郎

柳 　 銀 珠

卯田　卓矢

上 原 　 明

島 　 康 貴

水 山 　 克

エコツーリズム特論

地方自治特論

観光政策特論

社会科学特論

産業組織心理学特論

情報・通信技術特論

会計学特論

情報交流特論

経営戦略特論

ホテル経営特論

産業政策特論

経営活動情報特論

観光文化特論

地域開発政策特論

観光社会学特論

観光資源特論 

観光市場分析特論

情報知能特論

経営活動情報特論

国

際

観

光

産

業

領

域
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・国内外の大学や研究機関、官庁、NPO等における研究者
・環太平洋地域を中心とした国際機関や公的機関、教育
機関、民間企業
・大学院博士課程への進学

【取得可能な資格】
◉中学校教諭専修免許（英語）
◉高等学校教諭専修免許（英語）
◉高等学校教諭専修免許（商業）

修了後の進路
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学費等納入金

※諸経費は、入学手続時に２年間分を納入します。

⒉ 外国人留学生の入学金及び授業料について
　外国人留学生の入学金及び授業料については、本学規程に基づ
き、以下のとおり取り扱うことになります。

（1）「留学」の在留資格により入国し、外国人留学生として入学す
る場合の入学金は、「地域外」の半額（125,000円）となります。

（2）外国人留学生は、入学年度において、一律に授業料の半額
を減免することができます。授業料減免は、入学年次の「前
学期」から適用されます。

学費等

国際文化研究科
国際文化システム専攻

地域内 地域外

学　費

入学金 125,000 円 250,000 円

授 業 料
前期 267,900 円 267,900 円

後期 267,900 円 267,900 円

諸経費

後援会費 入学手続時 20,000 円 20,000 円

学生教育研究・
災害傷害保険 入学手続時 1,750 円 1,750 円

学研災付帯
賠償責任保険 入学手続時 680 円 680 円

合　計 初年度
納入総額 683,230 円 808,230 円

初年度納入総額内訳

入学手続時
納入金 415,330 円 540,330 円

後学期
納入金 267,900 円 267,900 円

願書受付
期間 試験日 合格発表 入学手続

期間

⒈ 地域内・地域外の入学金について
　入学金については、志願票に記載されている事項に基づき、
以下のとおり取り扱うことになります。

（1）「地域内」とは以下の者のことを指し、入学金が「125,000 円」
となります。
　地域内に該当する者とは次のいずれかに該当するものをいう。

①入学する者の卒業した出身高等学校が沖縄県北部12市町村
に所在していること

②令和7（2025）年3月31日時点で既に1年以上継続して沖縄県
北部12市町村に住所を有し居住している者

③保護者、配偶者又は一親等の親族が令和7（2025）年3月31日
時点で既に1年以上継続して沖縄県北部12市町村に住所を有し
居住している者

《沖縄県北部12市町村》
沖縄県の「名護市」、「国頭村」、「大宜味村」、「東村」、「今帰仁
村」、「本部町」、「恩納村」、「宜野座村」、「金武町」、「伊江村」、
「伊平屋村」、「伊是名村」のことを指します。

（2）上記①～③以外の者は「地域外」となり、入学金が「250,000
円」となります。

（3）本学卒業生については、入学金は「地域内」の半額（62,500
円）となります。

9月5日（金）
〜

9月12日（金）
《消印有効》

出願前
相談期間

8月18日（月）
〜

8月29日（金）

出願資格認定申請期間
1期試験 ： 令和7（2025）年   7月22日（火）～ 8月 1日（金）必着
2期試験 ： 令和7（2025）年 11月17日（月）～11月28日（金）必着

11月1日（土）
〜

11月10日（月）
10月18日（土）11月1日（土）15:00

【一般選抜】※次の各号のいずれかに該当する者
①学校教育法第 83条（昭和 22年法律第 26号）に定める大学を
卒業した者又は卒業見込みの者
②学校教育法第 104 条第 7項の規定により、学士の学位を授与さ
れた者又は令和 8（2026）年 3月31日までに授与される見込
みの者
③外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者又
は令和 8（2026）年 3月までに修了見込みの者
④外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において
履修することにより当該外国の学校教育における 16 年の課程
を修了した者又は令和 8（2026）年 3月修了見込みの者
⑤我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の
学校教育法における 16 年の課程を修了したとされるものに限
る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するも
のの当該課程を修了した者
⑥外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的
な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた
者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科
学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 3年
以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教
育における授業科目を我が国において履修することにより当該
課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて
課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位
を授与された者又は令和 8（2026）年 3月までに授与される見
込みの者
⑦専修学校の専門課程（修業年限が 4年以上であることその他の
文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大
臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し
た者
⑧文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第 5号）
⑨学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者
であって、大学院において、大学院における教育を受けるにふさ
わしい学力があると認めた者
⑩大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認めた者で、令和 8（2026）年 3月
31日までに22歳に達する者
⑪大学に 3 年以上在学し、又は外国において学校教育における
15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得し
たものと委員会が認める者
※⑨から⑪の資格で出願しようとする者は、出願資格の認定のため
の審査を経る必要があるので、次項 2. 出願資格の認定を確認す
ること。

【社会人特別選抜】
一般選抜に示す出願資格のいずれかの資格を有する者で、本研
究科入学までに2 年以上の社会経験を有する者とし、有職者に限
らない。

【外国人留学生特別選抜】
※日本の国籍を有しない者で次の①から④のいずれかに該当し、
かつ⑤を満たす者で入学後、法令に定める留学生の在留資格を
取得できる者とする。 
①外国において学校教育における16年の課程を修了した者又は
令和8（2026）年3月までに修了見込みの者
②日本国内の大学を卒業した者又は令和8（2026）年3月卒業見込
みの者
③日本国の文部科学大臣が指定した者

⒉ 出願資格の認定
一般選抜、社会人特別選抜⑨～⑪、外国人留学生特別選抜④の
出願資格に該当する者は、出願資格の事前審査を行うので、出願に
先立って必要書類を提出し、出願資格の認定を受けた後、出願す
る。詳細は学生募集要項を参照すること。

入学者選抜は、一般選抜、社会人特別選抜及び外国人留学生特
別選抜として、英語（一般選抜のみ）、小論文、面接及び出願書類の
内容を総合的に判定して行います。

⒊ 入学者選抜方法

試験科目等
①英　語（一般選抜のみ）※大学側で用意する辞書（書籍版）のみ
使用してよい。
②小論文（国際文化、国際観光産業の 2 領域に関する設問の中か
ら、志願する領域の問題について日本語で答えること）
③面　接（研究計画書等の内容に関する質疑応答を含めた個人面
接を行う）

⒋ 入試日程
1期試験【令和8（2026）年4月入学】
【選抜区分】一般選抜／社会人特別選抜／外国人留学生特別選抜

2期試験【令和8（2026）年4月入学】
【試験区分】一般選抜／社会人特別選抜／外国人留学生特別選抜

5. 希望する研究指導教員との出願前相談
志願者は、出願前に、修士課程において研究指導を希望する教員

と必ず連絡を取り、出願前相談期間内に入学後の研究計画等につい
て相談してください。
※詳細は学生募集要項を参照すること。

⒈ 出願資格

※⑨から⑪の資格で出願しようとする者は、出願資格の認定のため
の審査を経る必要があるので、次項 2. 出願資格の認定を確認す
ること。

入学者選抜の概要
令和8（2026）年度　募集人員

専　攻 領　域 募集人員

国際文化
システム専攻

国 際 文 化
国際観光産業 ６人

社会人も学べる教育環境
社会人が仕事を続けながら学修できる教育環境

《昼夜開講制を導入》
　社会人学生の事情を考慮して、昼間に加えて、平日の
夜間や週末及び夏季休業等にも授業または研究指導を行
うことができる教育環境を整備しています

1 時限　 8：45～10：15
2時限　10：30～12：00
3時限　13：00～14：30
4時限　14：45～16：15
5時限　16：30～18：00
6時限　18：15～19：45
7時限　20：00～21：30

《長期履修制度を導入》

《施設の夜間利用》
図書館は、学生の修学時間に合わせて、平日は８時45分

～２２時まで（長期休業期間、講義のない日は１７時まで）、
土曜日は１２時～１８時まで開館。また、学生専用の研究室、
共同演習室を整備しています。

「職業を有している等」の事情のある学生を対象として、
標準の修業年限2年を超えて一定の期間にわたり、計画的
に教育課程を履修して修了することができる制度がありま
す。この制度による授業料は、標準の修業年限2年間の総
額を計画的に履修することを認められた一定期間の年数
で分割して納めることになります。
長期履修期間は標準修業年限に1年を加えた年数を超

えることはできません。長期履修制度を利用したい学生
は、入学後1年以内に申請することになります。

《学生の教育研究環境》
　学生の研究室には、ネットワーク環境を整備したパソコ
ン及び周辺機器、机、椅子及び個人ロッカーを学生全員
分準備しています。

令和7（2025）年

願書受付
期間 試験日 合格発表 入学手続

期間

1月13日（火）
〜

1月16日（金）
《消印有効》

出願前
相談期間

令和7
（2025）年
12月15日（月）

〜
12月26日（金）

2月20日（金）
〜

2月27日（金）
1月31日（土）2月20日（金）15：00

令和8（2026）年

 

④研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認めた者で、令和8（2026）年3月31
日までに22歳に達する者
⑤修学に必要な日本語の能力を有する者
・独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験
（EJU）」（2024年6月／11月または2025年6月／11月実施のい
ずれか）を受験した者。
※『日本語』の得点が250点以上（記述含む）の者を対象に合否判
定を行います。

・独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協
会が共催で実施する「日本語能力試験（JLPT）」において、出願期
間までにN2以上に合格した者。
※④の資格で受験する場合には、受験のための出願手続を行う前
に、入学資格確認のための審査を経る必要があるので、2.出願資
格の認定を確認すること。
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・国内外の大学や研究機関、官庁、NPO等における研究者
・環太平洋地域を中心とした国際機関や公的機関、教育
機関、民間企業
・大学院博士課程への進学

【取得可能な資格】
◉中学校教諭専修免許（英語）
◉高等学校教諭専修免許（英語）
◉高等学校教諭専修免許（商業）

修了後の進路
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学費等納入金

※諸経費は、入学手続時に２年間分を納入します。

⒉ 外国人留学生の入学金及び授業料について
　外国人留学生の入学金及び授業料については、本学規程に基づ
き、以下のとおり取り扱うことになります。

（1）「留学」の在留資格により入国し、外国人留学生として入学す
る場合の入学金は、「地域外」の半額（125,000円）となります。

（2）外国人留学生は、入学年度において、一律に授業料の半額
を減免することができます。授業料減免は、入学年次の「前
学期」から適用されます。

学費等

国際文化研究科
国際文化システム専攻

地域内 地域外

学　費

入学金 125,000 円 250,000 円

授 業 料
前期 267,900 円 267,900 円

後期 267,900 円 267,900 円

諸経費

後援会費 入学手続時 20,000 円 20,000 円

学生教育研究・
災害傷害保険 入学手続時 1,750 円 1,750 円

学研災付帯
賠償責任保険 入学手続時 680 円 680 円

合　計 初年度
納入総額 683,230 円 808,230 円

初年度納入総額内訳

入学手続時
納入金 415,330 円 540,330 円

後学期
納入金 267,900 円 267,900 円

願書受付
期間 試験日 合格発表 入学手続

期間

⒈ 地域内・地域外の入学金について
　入学金については、志願票に記載されている事項に基づき、
以下のとおり取り扱うことになります。

（1）「地域内」とは以下の者のことを指し、入学金が「125,000 円」
となります。
　地域内に該当する者とは次のいずれかに該当するものをいう。

①入学する者の卒業した出身高等学校が沖縄県北部12市町村
に所在していること

②令和7（2025）年3月31日時点で既に1年以上継続して沖縄県
北部12市町村に住所を有し居住している者

③保護者、配偶者又は一親等の親族が令和7（2025）年3月31日
時点で既に1年以上継続して沖縄県北部12市町村に住所を有し
居住している者

《沖縄県北部12市町村》
沖縄県の「名護市」、「国頭村」、「大宜味村」、「東村」、「今帰仁
村」、「本部町」、「恩納村」、「宜野座村」、「金武町」、「伊江村」、
「伊平屋村」、「伊是名村」のことを指します。

（2）上記①～③以外の者は「地域外」となり、入学金が「250,000
円」となります。

（3）本学卒業生については、入学金は「地域内」の半額（62,500
円）となります。

9月5日（金）
〜

9月12日（金）
《消印有効》

出願前
相談期間

8月18日（月）
〜

8月29日（金）

出願資格認定申請期間
1期試験 ： 令和7（2025）年   7月22日（火）～ 8月 1日（金）必着
2期試験 ： 令和7（2025）年 11月17日（月）～11月28日（金）必着

11月1日（土）
〜

11月10日（月）
10月18日（土）11月1日（土）15:00

【一般選抜】※次の各号のいずれかに該当する者
①学校教育法第 83条（昭和 22年法律第 26号）に定める大学を
卒業した者又は卒業見込みの者
②学校教育法第 104 条第 7項の規定により、学士の学位を授与さ
れた者又は令和 8（2026）年 3月31日までに授与される見込
みの者
③外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者又
は令和 8（2026）年 3月までに修了見込みの者
④外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において
履修することにより当該外国の学校教育における 16 年の課程
を修了した者又は令和 8（2026）年 3月修了見込みの者
⑤我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の
学校教育法における 16 年の課程を修了したとされるものに限
る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するも
のの当該課程を修了した者
⑥外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的
な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた
者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科
学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 3年
以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教
育における授業科目を我が国において履修することにより当該
課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて
課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位
を授与された者又は令和 8（2026）年 3月までに授与される見
込みの者
⑦専修学校の専門課程（修業年限が 4年以上であることその他の
文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大
臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し
た者
⑧文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第 5号）
⑨学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者
であって、大学院において、大学院における教育を受けるにふさ
わしい学力があると認めた者
⑩大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認めた者で、令和 8（2026）年 3月
31日までに22歳に達する者
⑪大学に 3 年以上在学し、又は外国において学校教育における
15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得し
たものと委員会が認める者
※⑨から⑪の資格で出願しようとする者は、出願資格の認定のため
の審査を経る必要があるので、次項 2. 出願資格の認定を確認す
ること。

【社会人特別選抜】
一般選抜に示す出願資格のいずれかの資格を有する者で、本研
究科入学までに2 年以上の社会経験を有する者とし、有職者に限
らない。

【外国人留学生特別選抜】
※日本の国籍を有しない者で次の①から④のいずれかに該当し、
かつ⑤を満たす者で入学後、法令に定める留学生の在留資格を
取得できる者とする。 
①外国において学校教育における16年の課程を修了した者又は
令和8（2026）年3月までに修了見込みの者
②日本国内の大学を卒業した者又は令和8（2026）年3月卒業見込
みの者
③日本国の文部科学大臣が指定した者

⒉ 出願資格の認定
一般選抜、社会人特別選抜⑨～⑪、外国人留学生特別選抜④の
出願資格に該当する者は、出願資格の事前審査を行うので、出願に
先立って必要書類を提出し、出願資格の認定を受けた後、出願す
る。詳細は学生募集要項を参照すること。

入学者選抜は、一般選抜、社会人特別選抜及び外国人留学生特
別選抜として、英語（一般選抜のみ）、小論文、面接及び出願書類の
内容を総合的に判定して行います。

⒊ 入学者選抜方法

試験科目等
①英　語（一般選抜のみ）※大学側で用意する辞書（書籍版）のみ
使用してよい。
②小論文（国際文化、国際観光産業の 2 領域に関する設問の中か
ら、志願する領域の問題について日本語で答えること）
③面　接（研究計画書等の内容に関する質疑応答を含めた個人面
接を行う）

⒋ 入試日程
1期試験【令和8（2026）年4月入学】
【選抜区分】一般選抜／社会人特別選抜／外国人留学生特別選抜

2期試験【令和8（2026）年4月入学】
【試験区分】一般選抜／社会人特別選抜／外国人留学生特別選抜

5. 希望する研究指導教員との出願前相談
志願者は、出願前に、修士課程において研究指導を希望する教員

と必ず連絡を取り、出願前相談期間内に入学後の研究計画等につい
て相談してください。
※詳細は学生募集要項を参照すること。

⒈ 出願資格

※⑨から⑪の資格で出願しようとする者は、出願資格の認定のため
の審査を経る必要があるので、次項 2. 出願資格の認定を確認す
ること。

入学者選抜の概要
令和8（2026）年度　募集人員

専　攻 領　域 募集人員

国際文化
システム専攻

国 際 文 化
国際観光産業 ６人

社会人も学べる教育環境
社会人が仕事を続けながら学修できる教育環境

《昼夜開講制を導入》
　社会人学生の事情を考慮して、昼間に加えて、平日の
夜間や週末及び夏季休業等にも授業または研究指導を行
うことができる教育環境を整備しています

1 時限　 8：45～10：15
2時限　10：30～12：00
3時限　13：00～14：30
4時限　14：45～16：15
5時限　16：30～18：00
6時限　18：15～19：45
7時限　20：00～21：30

《長期履修制度を導入》

《施設の夜間利用》
図書館は、学生の修学時間に合わせて、平日は８時45分

～２２時まで（長期休業期間、講義のない日は１７時まで）、
土曜日は１２時～１８時まで開館。また、学生専用の研究室、
共同演習室を整備しています。

「職業を有している等」の事情のある学生を対象として、
標準の修業年限2年を超えて一定の期間にわたり、計画的
に教育課程を履修して修了することができる制度がありま
す。この制度による授業料は、標準の修業年限2年間の総
額を計画的に履修することを認められた一定期間の年数
で分割して納めることになります。
長期履修期間は標準修業年限に1年を加えた年数を超

えることはできません。長期履修制度を利用したい学生
は、入学後1年以内に申請することになります。

《学生の教育研究環境》
　学生の研究室には、ネットワーク環境を整備したパソコ
ン及び周辺機器、机、椅子及び個人ロッカーを学生全員
分準備しています。

令和7（2025）年

願書受付
期間 試験日 合格発表 入学手続

期間

1月13日（火）
〜

1月16日（金）
《消印有効》

出願前
相談期間

令和7
（2025）年
12月15日（月）

〜
12月26日（金）

2月20日（金）
〜

2月27日（金）
1月31日（土）2月20日（金）15：00

令和8（2026）年

 

④研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認めた者で、令和8（2026）年3月31
日までに22歳に達する者
⑤修学に必要な日本語の能力を有する者
・独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験
（EJU）」（2024年6月／11月または2025年6月／11月実施のい
ずれか）を受験した者。
※『日本語』の得点が250点以上（記述含む）の者を対象に合否判
定を行います。

・独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協
会が共催で実施する「日本語能力試験（JLPT）」において、出願期
間までにN2以上に合格した者。
※④の資格で受験する場合には、受験のための出願手続を行う前
に、入学資格確認のための審査を経る必要があるので、2.出願資
格の認定を確認すること。
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